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  平成19年７月10日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第82号 

   岩手県県税条例施行規則の一部を改正する規則 

岩手県県税条例施行規則（昭和41年岩手県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

様式第150号（第78条関係） 様式第150号（第78条関係） 

［略］  ［略］ 

(裏) (裏) 

［略］ ［略］ 

１ ［略］ １ ［略］ 

 ２ 「氏名」欄の記載を自署で行う場合においては、押印を

省略することができます。 

２ ［略］ ３ ［略］ 

３ ［略］ ４ ［略］ 

４ ［略］ ５ ［略］ 

５ ［略］ ６ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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